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長久手市障がい者自立支援協議会の再編について

【再編の趣旨】

①地域課題や障がい福祉に関わる情報等の共有体制及び事業所同士の交流・連携　の強化

②必要に応じたプロジェクトチームの設置による課題解決力の向上

長久手市障がい者自立支援協議会体系図（案）　※令和3年4月以降
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　　　　　　　　事務局会議

差別解消支援地域協議会
（代表者会議）

差別解消支援地域

協議会
（実務者会議）

情報共有・啓発

協議・対策

意思決定機関

（年２回程度）

・地域課題の共有

・全体の進行管理

・プロジェクトに関する協議

（年２、３回程度）

プロジェクトチーム

提案

報告、

意見収集

PTリーダー、市、基幹相談支援セン

ターが出席

事業所（主に現場職員の

参加を想定）のほか、教

育関係者、医療関係者、

当事者団体など幅広に参

加を呼びかける。
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指示

・

助言

報告

・

提案

チーム設置

プロジェクト提案
報告

会長 委員 事務局

プロジェクト

リーダー

事務局

プロジェクト

メンバー

プロジェクト

リーダー

事務局

本会議委員

・国、市の動向に関する情報提供

・プロジェクトの進捗状況報告、意

見収集

・意見交換、情報共有・交換

・関係者間のネットワークづくり

（年２回程度）

プロジェクトの集中的・専門的な検討

（随時）

委員としてのPTリーダー

の参加は必須としない

メンバーは、プロ

ジェクト内容に応じ

て、関係者を招集





現部会の移行等の方向性及び新たなプロジェクトチーム案について

１ プロジェクトチームの設置にあたっての考え方

⑴ 次期計画である第４次障がい者基本計画の重点項目との関連性

⑵ チームの目標、到達点、設置期間の明確化

⑶ 現行の部会の検討内容等を踏まえたプロジェクトチームの編成

２ プロジェクトチームの設置、解散の協議

課題解決に向け、柔軟に検討体制をつくるため、事務局会議での協議を経て

設置、解散ができることとする。本会議にも、適宜進捗状況等を報告する。

３ 現行部会の移行等の案

※プロジェクト案は、令和 3年度から取り組むものとして現在検討しているもの。

現行部会 方向性 新プロジェクト案（※）

１
児童教育

支援部会
移行 １

療育支援体制整備

（重点２，３）

２
精神障がい者

支援部会
（一部）移行 ２

地域共生

（重点５）

３
福祉サービス

支援部会

引き続き市、基幹相

談支援センターを中

心に推進。

３
医療的ケアが必要な人へ

の支援体制整備

（重点６）

４ 就労支援部会

市、関係事業所で引

き続き推進するほ

か、就労支援コーデ

ィネート事業に移

行。

４
災害時の支援体制整備

（重点７）

５
地域生活支援

部会
廃止

６
計画策定・評価

部会

令和３年度中に、別

途、計画策定委員会

の設置を検討。評価

は、事務局会議及び

本会議にて実施。
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４ （仮）障がい福祉関係者連絡会との関連性について

プロジェクトの進捗状況等については、連絡会に報告を行う。プロジェクト

を進めるにあたって、幅広い意見収集が必要な場合等は、必要に応じて連絡会

の場を活用し、関係者の意見収集や全体での意見交換を行う。そうすることに

より、プロジェクトチームの議論を補完することができるほか、地域課題につ

いて関係者の認識が深まることが期待できる。


